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授業料減免を申請しようとする者は、この「申請要領」を必ず読み、理解したうえ

で申請をしてください。 
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申請をする前に 

 経済的理由のため授業料を納付することが困難な者等を対象に、授業料減免の申請を

受け付けます。授業料減免はたとえ経済的に困難であっても申請者全員に適用される制

度ではありません。また、前年度と同じ免除区分になるとは限りません。 

 授業料減免の申請を受理された者は、審査結果を通知する8月末まで授業料納付を猶

予しますが、審査結果により授業料を納付していただくことがあります（2026年度大阪

公立大学【大学独自の制度】授業料減免制度に関する取扱いについて（申請案内）＞「2.

減免額等について」参照）。 

 申請は学生本人が行うものです。提出した書類や内容に関して、大学から問い合わせが

あった際に説明ができるよう、学生本人と家計支持者双方がよく理解・確認し申請を行

ってください。なお、申請に関する質問はメール（gr-gks-genmen@omu.ac.jp）に

より、学生から問い合わせを行うようにしてください。 

 結果通知までの連絡手段として学生ポータル（UNIPA）及び OMU メールを使用します

ので、定期的に確認するようにしてください。なお、大学からの問い合わせ等に対し応答

がない場合は、審査対象外になります。 

 その他、授業料減免申請について、「2026年度大阪公立大学【大学独自の制度】授業料

減免制度に関する取扱いについて（申請案内）」で確認をしてください。 

 

 

１．申請資格・要件について 
 

 本学 Web サイト「教育・学生生活＞授業料等・入学料・経済支援＞経済支援＞【大学独自の制度】授

業料減免制度」内にある授業料減免申請案内、よくある質問をよく読み、申請資格・要件について確

認をしてください。 

 

 学部・学域生は、累計 GPA が上位1/2以上であることを各自確認してください。 

 2025年度成績は、学生ポータル(UNIPA)内・学生 Navi（授業料・経済支援制度＞2.経済支

援制度（奨学金・授業料等減免）＞00.成績）から確認することができます。公開は4月上旬を予

定しています。 

 新入生は、成績による審査は行いませんが、入試成績を考慮することがあります。 

 医学部医学科に在籍する学生（2021年度以前入学）は、過去において留年することなく進級

をしている者であれば申請ができます。 

 

 

 

２．申請書の入手方法及び作成について 
 

 減免願等様式は本学 Web サイトより各自入手してください。 

 

 提出する書類は2026年4月1日現在の状況を記入してください。 

 

 減免願は作成例にならって準備をしてください。 

 

 提出書類は提出書類チェックシートで確認、家計支持者および家族数は「家計支持者および家族構

成の認定について」（4・５ページ）で確認のうえ、減免願等に記入をしてください。 
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３．申請書及び審査に必要な書類の提出方法について 
 

 入力フォームに減免願等 Excel データ等提出書類をアップロードしてください。 

 

 減免願等 Excel データは PDF データに変換する必要ありません。 

 

 提出書類ファイル名は下記ルールに沿って作成してください。 

 

ファイルの種類 ファイルの名称 

授業料減免申請書 学籍番号氏名 

例）AAA22001公大一郎 

 

上記以外 様式番号学籍番号氏名 

例）AAA22001公大一郎 様式⑩ 

 

 

 

４．個人情報について 
 

 審査に必要な範囲で収集した個人情報は審査業務に限り利用しますが、収集した個人情報を第三者

に提供することはありません。 

 

 

 

 

目次に戻る 
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家計支持者および家族構成の認定について 

 

１．家計支持者の認定について 
  

家計支持者は次の①～⑤に基づき、認定されます。家計支持者と認定された者については、収入の有

無にかかわらず、必ず令和7年分の収入（所得）に関する書類の提出が必要です。 

 

申請者（学生本人）の状況 家計支持者 

①父または母に扶養されている 父と母の２人 

※母子（父子）世帯の場合は母（父）のみ 

②父母以外のものに扶養されている 本人を扶養している者とその配偶者の２人 

③結婚している（ただし、①もしくは②

に該当する場合を除く） 

本人と配偶者の２人 

④独立生計（定義に該当） 

※すべての定義を満たす必要があり

ます。 

本人 

「独立生計の定義」を満たさない場合は、①～③又は⑤に

なります。 

独立生計の定義 

 令和7年分の収入が150万円以上。 

 被保険者が本人の健康保険資格確認書またはマ

イナポータルからダウンロードした医療保険の資

格情報が提出できること。 
【参考：マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 父母と別居し、本人が居住するための居住先が

「賃貸借契約書（写）」で確認できること。居住者氏

名が本人になっているもので、賃貸借契約期間に

2026年4月1日が含まれていること。 

 上記要件が住民票で確認できること（父母の住民

票と本人の住民票を提出）。 
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申請者（学生本人）の状況 家計支持者 

⑤独立生計（定義に該当しない） 

※前ページ「独立生計の定義」のうち、

「被保険者が本人の健康保険資格確認

書が提出できること」以外の要件に該当

しない場合。（被保険者が本人の健康保

険資格確認書の提出は必須です） 

父・母・本人の３人 

 学生本人が、父母に扶養されていないか確認するた

め、家計支持者は父・母・本人（家計支持者 C）の３人

とし、３人の書類を提出してください。 

 母子（父子）家庭の場合は、母（父）・本人の２人の書類

を提出し、減免願には、母（父）を「家計支持者 A」に、

本人を「家計支持者 C」とし、記入してください。 

           

 

 

２．家族構成（同一生計者）の認定について 
 

家族構成（同一生計者）は、家計支持者および家計支持者が扶養している者について認定します。扶養

関係については、税法上の扶養（源泉徴収票や所得（課税・非課税）証明書で確認）や保険法上の扶養に

基づいて認定します。 

 

 学生で下宿している兄弟姉妹や、同居の有無にかかわらず祖父母等を扶養していると認められる場

合、家族人数に含みますので、健康保険資格確認書（医療保険の資格情報）または後期高齢者医療

資格確認書を提出してください。減免願への記入漏れ・書類未提出の場合は家族人数として認定し

ません。 

 

 上記の説明で家計支持者に当てはまる者は「家計支持者」欄に、その他の家族は「家計支持者以外の

家族（本人除く）」に記入をしてください。   

 

 

 

 

 

 

 

目次に戻る 
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提出書類一覧 

様式番号 種類 対象 指定様式 提出時期 

－ 授業料減免願 全員 あり・なし ４月・６月 

－ 
授業料減免審査用課題 

学修計画書 学部・学域生 Forms ４月・６月 

－ 課題 大学院生 Forms ４月・６月 

様式③-1 
健康保険資格確認書（医療保険の資格情報のデー

タ） 

家族全員 

又は本人 
あり・なし ４月・６月 

様式③-2 賃貸借契約書（写） 
本人 

（該当者） 
あり・なし ４月・６月 

様式③-3 住民票 

本人及び 

父母 

（該当者） 

あり・なし ４月・６月 

様式④ 

a. 令和8年度所得（課税・非課税）証明書 

b. 令和8年度給与所得等に係る市民税・ 

県（府）民税特別徴収税額の決定通知書 

家計支持者

全員 
あり・なし ４月・６月 

様式⑤ 家計支持者の収入・所得に関する申立書 
家計支持者 

全員 
あり・なし ４月・６月 

様式⑤ 

関係 

様式④に含まない収入・所得が確認できる書類 

１． 年金 

２． 事業所得・雑所得 

３． 報酬謝金、給与・賞与 

４． 生活保護費 

５． 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当 

６． 失業保険 

７． 上記以外の収入（育児休業手当金、傷病手当

金、養育費、贈与等） 

家計支持者 

（該当者） 
あり・なし ４月・６月 

様式⑤-8 
（死亡）退職金の源泉徴収票 または 退職金等に

関する証明書 
該当者 あり・なし ４月・６月 

様式⑥ 
母子・父子家庭または両親のいない家庭に関する

申立書 
〃 あり・なし ４月・６月 

様式⑦ 障がい者手帳・療育手帳等 〃 あり・なし ４月・６月 

様式⑧ 申立書（理由書） 〃 あり・なし ４月・６月 

様式⑨-1 申請資格確認票 全員 あり・なし ４月・６月 

様式⑨-2 住民票（様式③-3で提出済みの場合は省略可） 該当者 あり・なし ４月・６月 

様式⑩ 

日本学生支援機構奨学金以外の貸与奨学生である

ことがわかる書類、教育ローンを申し込んでいるこ

とがわかる書類 

〃 あり・なし ４月・６月 

 目次に戻る 
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４月に提出する書類 

 必要書類が提出期日までに準備出来ない場合は、様式⑧「申立書（理由書）」により状況を説明して

ください（口頭による申し出は受付しません）。申し出の未提出書類を大学が指定する日までに提出

できない場合は審査対象外になります。 
 

申請者全員 
 

１．授業料減免願 
 

様式 

番号 

注意事項 指定

様式 

－ ※ 見本を参考に記入（入力）してください。 

※ 申請する学生・家族の状況により提出書類が異なります。申請要領でよく確認を

してください。 

あり 

 

２．授業料減免審査用課題（申請フォームに入力） 
 

様式 

番号 

注意事項 指定 

様式 

－ 

 

学部・学域生は、学修計画について入力する項目が申請フォームにあります。 

※ 以下のテーマについて、それぞれ２００字以上で述べてください。（（３）を除く） 

（1）現在、在籍中の課程での学修の目的はどのようなものですか。 

（２）前述の学修の目的の実現のために、今まで何をどのように学び、また、今

後、何をどのように学びたいと考えていますか。 

（３）卒業まで学びを継続し、全うする意志を持っていますか。（「はい」または

「いいえ」で回答） 

（４）上記で「意志がある」を選択した場合、どのような姿勢で学びに取り組もう

と考えていますか。 

※ 一時保存はできませんので、あらかじめ回答を作成し、申請フォームに入力し

てください。 

Forms 

－ 大学院生は、研究計画について入力する項目が申請フォームにあります。 

※ 以下のテーマについて、それぞれ300字以上で述べてください。 

（１）学業（研究）成績についての自己評価 

（２）研究成果・業績について（研究成果・業績がない場合は、研究計画等につ

いて記入してください。） 

（３）研究における目標（大学院法学研究科法曹養成専攻は「学業における目

標」）について 

（４）終了後の進路について 

※ 一時保存はできませんので、あらかじめ回答を作成し、申請フォームに入力し

てください。 

Forms 
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３．家族に関する書類（1） 
 

様式 

番号 

提出書類・注意事項 指定

様式 

様式③-1 健康保険資格確認書（医療保険の資格情報）のデータ ～独立生計以外の場合～ 

※ 家族と認定された全員分のデータを提出してください。 

※ マイナ保険証を使用している場合は、マイナポータルより医療保険の資格情報を

ダウンロードしてください。ダウンロード方法は、以下を参照してください。 

https://img.myna.go.jp/manual/03-01/0169.html#spb-column-1 

※ 保険対象者、被保険者氏名がわかるデータを提出してください。 

※ 生活保護受給者は、生活保護対象者氏名が記載された役所発行の通知書または

証明書をコピーのうえ提出をしてください。 
※ 家族認定者については、「家計支持者および家族構成の認定について」で確認を

してください（4ページ参照）。 

※ ４月１日現在の家族の状況を提出してください。例えば、兄弟姉妹が就職し、独立

している（家計支持者の扶養から外れている）場合は、家族と認定されません。 

なし 

 

該当者のみ 
 

３．家族に関する書類（1） 
様式 

番号 

提出書類・注意事項 指定

様式 

様式③-1 健康保険資格確認書（医療保険の資格情報）のデータ ～独立生計の場合～ 

※ 独立生計で申請を希望する場合は、被保険者が本人の健康保険資格確認書（医

療保険の資格情報)データを提出してください（4ページ参照）。 

※ マイナ保険証を使用している場合は、マイナポータルより健康保険の資格情報を

ダウンロードしてください。ダウンロード方法は、以下を参照してください。 

https://img.myna.go.jp/manual/03-01/0169.html#spb-column-1 

※ 保険対象者、被保険者氏名がわかるデータを提出してください。 

 

なし 

様式③-2 賃貸借契約書（写） 

※ 「④独立生計（定義に該当）」に当てはまる場合のみ、賃貸借契約書（写）を提出し

てください。 

※ 父母と別居し、本人が居住するための賃貸借の契約がされているか（独立してい

るか）を確認します。 

※ 居住者氏名が申請者本人になっているもの、賃貸借契約期間に2026年4月1日

が含まれているものを提出してください。 

 

なし 

様式③-3 住民票（４月１日以降に発行したもの） 

※ 父母と別居しているか、本人が賃貸借契約書の住所に住民票があるかを確認し

ます。 

※ 父母の住民票と、本人の住民票を提出してください。 

 

なし 
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５．家庭に特別の事情がある場合に提出する書類 
様式 

番号 

提出書類・注意事項 指定

様式 

様式⑦ 障がい者手帳・療育手帳等 

※ 家族認定者のうち、障がいのある者（公害疾患認定患者、原爆被爆者、精神障が

い者、知的障がい者、戦傷病者を含む）であることを証明するための書類です。 

※ 氏名と等級の記載があるページを提出してください。 

※ 家族と認定された者で1・2級もしくは A・B 級の手帳を所持している場合に限り

ます。 

 

なし 

 

７．本人に関する書類 

様式 

番号 

提出書類・注意事項 指定

様式 

様式⑨-1 申請資格確認票 

※ 全学生、提出必須です。 

※ 大学院生のうち、「1．在住要件」に該当しないことによる申請をする場合、住民票

（本人及び家計支持者（原則、父母が記載されたもの）を提出してください（4月1

日以降発行のもの）。 

あり 

様式⑨-2 住民票（４月１日以降に発行したもの） 

大学院生（博士前期（修士）課程及び法学研究科法曹養成専攻）で申請資格確認票の

「１．在住要件」が『いいえ』を選択した場合、住民票（本人及び家計支持者（原則、父母

が記載されたもの）を提出してください 

なし 

様式⑩ 日本学生支援機構奨学金以外の貸与奨学生であることがわかる書類 

※ 奨学生証、決定通知（いずれもコピー）等など、貸与者本人氏名・貸与額の記載面

を提出してください。 

 

なし 

〃 教育ローンを申し込んでいることがわかる書類 

※ 教育ローンの申込書および契約書（いずれもコピー）で、契約者氏名、対象とする

学生氏名、期間、金額等記載面を提出してください。 

※ 申請する学生が申請時点で在籍している学位のための教育ローンとして契約し

たものに限ります。大学院生が学部・学域生の時に貸付されていた教育ローンの

書類を提出されても無効となります。 

 

なし 

 
 

 

 

 

 

 

 

目次に戻る 
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6月に提出する書類 

 必要書類が提出期日までに準備出来ない場合は、様式⑧「申立書（理由書）」により状況を説明し

てください（口頭による申し出は受付しません）。申し出の未提出書類を大学が指定する日までに

提出できない場合は審査対象外になります。 

 

家計支持者全員 
 

４．家計支持者の収入・所得に関する書類 
 

様式 

番号 

提出書類・注意事項 指定

様式 

様式④ ａ・ｂのいずれかを提出してください。 

ａ．令和8年度 所得（課税・非課税）証明書 

ｂ．令和8年度 給与所得等に係る市民税・県（府）民税特別徴収税額の決定通知書 

（お住いの自治体や勤務先から交付されます） 

なし 

様式⑤ 家計支持者の収入・所得に関する書類 

様式④に含まれない収入に関する書類について、様式⑤を作成の上、様式⑤-1～6を

提出してください。 

※ 令和7年１月～１２月の収入については「家計支持者の収入・所得に関する書類」

（11ページ以降）を参照してください。 

あり 

 

該当者のみ 
 

５．家庭に特別の事情がある場合に提出する書類 
 

様式 

番号 

提出書類・注意事項 指定

様式 

様式⑥ 「母子・父子家庭または両親のいない家庭に関する申立書」 

※ 母子（父子）家庭、両親がいない家庭であることを証明するための書類です。 

※ 戸籍謄本（戸籍の全部事項証明書）の提出を求めることがあります（様式⑥で確

認）。 

※ 2026年４月１日現在の学生本人の年齢が３０歳以上の場合は、母子・父子家庭

または両親のいない家庭の認定はできません。 

 

あり 

 

６．家族に関する書類（2） 
 

様式 

番号 

提出書類・注意事項 指定

様式 

様式⑤-8 （死亡）退職金の源泉徴収票 または 退職金等に関する証明書（様式⑤-8） 

※ 同一生計の家族で令和7年1月から12月に死亡又は退職した者がいる場合で、

退職金の支払いを受けていることを証明するための書類です。 

なし 

 

目次に戻る 
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家計支持者の収入・所得に関する書類（様式⑤関係） 

 

様式⑤関係書類の詳細説明です。 

 

様式番号 収入所得の種類 提出書類等 発行機関等 

様式⑤-1 年金 該当するすべての年金の「令和7年分年金の源泉徴収

票」又は「振込通知書」 

所得（課税・非課税）証明書に反映されている年金以外

の年金等収入がない場合は、年金の源泉徴収票及び振

込通知書の提出不要 

※ 年金収入の確認方法は、１７ページを参照してくだ

さい。 

※ 年金受給資格があるにも関わらず支給されない

（受給していない）場合、様式⑧「申立書（理由書）」

を提出（事情説明のこと） 

年金事務所等 

様式⑤‐２ 事業所得 

雑所得 

確定申告内容が、所得（課税・非課税）証明書に反映さ

れている収入等以外の収入等がない場合は、令和7年

分の所得税の確定申告書（控）の提出不要。 

※ 収入の確認方法は、1８・1９ページを参照してくだ

さい。 

上記の要件を満たしていない場合、ａまたはｂを提出す

ること。 

ａ． 令和7年分の所得税の確定申告書（控）の第1表お

よび第2表 

※ 第3～5表、青（白）色申告書は税務署へ提出した

者のみ必須提出 

ｂ． 令和7年分 住民税申告書（控）（窓口で申請をした

場合は、受付印のあるもの） 

※ 収入及び所得の申告額・扶養者氏名（または人数）

が記載されていること 

本人保管 

（税務署申告

書類控） 

様式⑤-3 

 

報酬謝金 

給与・賞与 

様式④（令和8年度所得（課税・非課税）証明書等）に反

映されている収入等以外の収入等がない場合は、令和

7年分源泉徴収票等の提出不要。 

※ 収入の確認方法は、１７ページを参照してくださ

い。 

但し、次の項目に当てはまる場合は「令和７年分の支払

調書・源泉徴収票（給与・賞与）」を提出すること。 

※ 令和7年1月～12月までに勤務先等を退職 

※ 令和7年1月～12月までに支払いを受けた報酬謝

金・給与・賞与のうち、所得（課税・非課税）証明書

に含まれないもの 

勤務先等 

様式⑤-4 生活保護費 役所や福祉事務所等が発行した「保護決定（変更）通知

書」（令和７年１月から１２月に受給した最低生活費の金

額がわかるもの１年分） 

役所 

福祉事務所等 

様式⑤-5 児童手当 

児童扶養手当 

特別児童扶養手当 

児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の「支給通

知書」（受給者と令和７年１月から１２月の受給金額のわ

かるもの） 

※ 手当受給資格があるにも関わらず支給されない

（受給していない）場合、様式⑧「申立書（理由書）」

を提出（事情説明のこと） 

本人保管 

（役所） 
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様式番号 収入所得の種類 提出書類等 発行機関等 

様式⑤-6 失業保険 「雇用保険受給資格者証（全ページ）」 

※ 「離職届」および「雇用保険被保険者資格喪失確認

通知書（被保険者通知用）」は不可 

 

本人保管 

（職業安定所） 

様式⑤‐７ その他の収入 育児休業手当金、傷病手当金、養育費、贈与等 

 

本人保管 

 

様式⑤‐８ 退職の有無 

 

以下のいずれかの書類（退職金の有無がわかるもの） 

 「退職金支給額証明書」「退職金の源泉徴収票」（支

給額・退職年月日が記載されているもの） 

 「雇用契約書」（退職金の支給が無い旨が記載され

ているもの） 

 様式⑤-8「退職金等に関する証明書」を退職した

勤務先に作成いただいたものを提出 

 

※ 「離職届」および「雇用保険被保険者資格喪失

確認通知書(被保険者通知用)」は不可 

 

勤務先等 

 

 

 

 

 

 

目次に戻る 
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母子・父子家庭の確認について（様式⑥関係） 

所得（課税・非課税）証明書で確認をする 
 

所得（課税・非課税）証明書 

 

 

 

 

本人該当事項欄 

 

赤枠内にある「寡婦」「ひとり親」欄

に金額が印字されている、「*」「○」

印等が印字されていることにより、

母子・父子家庭の確認をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「寡婦」「ひとり親」欄に控除額が印字さ

れます。 
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本人欄に「寡婦」「ひとり親」等の記載のある様式もあります。 

 

 
 

住民税決定通知 

 

赤枠内にある「寡婦」「ひとり親」欄に「*」「○」印等が印字されていることにより、母子・父子家庭の確認を

します。 

 

 
 

 

 

 

  

＊ 
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源泉徴収票等で確認をする 
 

所得（課税・非課税）証明書や給与所得等に係る市民税・県（府）民税特別徴収税額の決定通知書の発行

までに、源泉徴収票や確定申告で寡婦、ひとり親であることを確認することができます。 

 

源泉徴収票 

 

赤枠内にある「寡婦」「ひとり親」欄に「*」「○」印等が印字されていることにより、母子・父子家庭の確認を

します。 

 

 
 

 

＊ 
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確定申告書 

 

赤枠内にある本人に関する事項「寡婦」「ひとり親」欄に「○」の記載があることにより、母子・父子家庭の

確認をします。例は確定申告書 A・第二表ですが、確定申告書 B・第二表も同様の欄があります。 

 

 
 

 

 
 

 

これらの方法により確認ができない場合、戸籍抄本等を提出してください。           目次に戻る 
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収入の確認方法について 

様式⑤を準備する際、よく確認をしてください。 

 

源泉徴収票で確認をする（給与所得 等） 
 

 

様式⑤-3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 様式④「所得（課税・非課税）証明書」の場合 

様式④ 「給与所得等に係る市民税・県（府）民税特別徴収税額の決定通知書」の場合 

確定申告をしている場合、所得（営

業等、農業 等）の記載があります。 
年金受給者は、源泉徴収票の「支払金

額欄」や振込通知書の支払額（一年間

分の合計）と「公的年金等収入」の数

字が一致するか確認してください。 

給与、年金受給の場合 

令和７年分源泉徴収票の「支払金額」欄の数

字が「所得（課税・非課税）証明書」もしくは「給

与所得等に係る市民税・県（府）民税特別徴収

税額の決定通知書」の「給与収入」（年金受給

者は「公的年金等収入」）欄の数字と一致して

いる場合は、源泉徴収票の提出は不要です。 

 

源泉徴収票が複数ある場合は、源泉徴収票の

「支払金額」欄の数字を全て足した数字が「所

得（課税・非課税）証明書」もしくは「給与所得

等に係る市民税・県（府）民税特別徴収税額の

決定通知書」の「給与収入」（年金受給者は「公

的年金等収入」）欄の数字と一致しているか

確認してください。一致している場合は、源泉

徴収票の提出は不要です。 
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確定申告書で確認をする（給与・年金所得 等） 
 

 

様式⑤-2 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確定申告をしている場合、所得（営

業等、農業 等）の記載があります。 

年金受給の場合 

令和７年分の源泉徴収票の「支払金

額」欄や振込通知書の支払額（一年

間分の合計）の数字が「所得（課税・

非課税）証明書」欄の数字と一致し

ているか確認してください。 

（源泉徴収票が複数ある場合は、源

泉徴収票の「支払金額」欄の数字を

全て足した数字が「所得（課税・非課

税）証明書」「公的年金等収入」欄の

数字と一致しているか確認してく

ださい。）一致している場合は、源

泉徴収票、所得税の確定申告書

（控）の提出は不要です。 

 

給与の場合 

令和7年分確定申告書の「収入金額

等」欄「給与」の数字が「所得（課税・

非課税）証明書」もしくは「給与所得

等に係る市民税・県（府）民税特別徴

収税額の決定通知書」の「給与収入」

欄の数字と一致しているか確認して

ください。一致している場合は、所

得税の確定申告書（控）の提出は不

要です。 

様式④「所得（課税・非課税）証明書」の場合 

様式④ 「給与所得等に係る市民税・県（府）民税特別徴収税額の決定通知書」の場合 
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確定申告書で確認をする（事業所得 等） 
 

 

様式⑤-2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目次に戻る 

 

 

自営業の場合 

令和７年分の確定申告書の「所得金額」欄の「営業

等」「農業」「不動産」等に記載の数字が、「所得（課税・

非課税）証明書」の「所得金額の内訳」のそれぞれ該

当する欄の数字と一致しているか確認してくださ

い。一致している場合は、所得税の確定申告書（控）

の提出は不要です。 

給与収入・年金受給もある場合 

令和７年分の源泉徴収票の「支払金額」欄の数字

が「所得（課税・非課税）証明書」もしくは「住民税決

定（変更）通知書」の「給与収入」（年金受給者は「公

的年金等収入」）欄の数字と一致しているか確認し

てください。 

（源泉徴収票が複数ある場合は、源泉徴収票の「支

払金額」欄の数字を全て足した数字が「所得（課

税・非課税）証明書」もしくは「給与所得等に係る市

民税・県（府）民税特別徴収税額の決定通知書」の

「給与収入」（年金受給者は「公的年金等収入」）欄

の数字と一致しているか確認してください。） 

一致している場合は、源泉徴収票・所得税の確定

申告書（控）の提出は不要です。 

様式④「所得（課税・非課税）証明書」の場合 

配偶者の専従者給与がある場合

は、「給与」ではなく「所得」として

扱います。 

問い合わせ 

学生課 学生奨学支援室 授業料減免担当 

gr-gks-genmen@omu.ac.jp 

平日 9:00～17:00 


